
新潟市新たな交通システム導入検討委員会設置要綱（案） 

 
（目的） 
第１条 本市全体として快適に移動できる交通環境の実現を目指し，都心を中心とした地

域における新たな交通システムの将来的な導入の方向性を明確にするため，新潟市新たな

交通システム導入検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条 委員会は，前条の目的を達成するため，次の事項について所掌する。 
（１） 新たな交通システムに関する導入方向性の検討 
（２） その他この会の目的達成に必要な事項 
 
（組織） 
第３条 委員会は，知識・経験を有する者，市民，関係団体・交通事業者・関係行政機関

の職員等で構成し，その構成は別表のとおりとする。 
２ 委員会の構成員の任期は，委嘱の日から平成２３年５月３１日までとする。 
３ 委員会は，必要に応じアドバイザーを置くことができる。 

 
（委員会） 
第４条 委員会に委員長を置き，委員長は委員の互選により選任する。 
２ 委員長は，委員会を代表し，委員会を総括・招集する。 
３ 委員長に事故あるときは，委員長があらかじめ指名したものがその職務を代行する。 
４ 委員長は，必要があると認めたときは，委員会の委員以外の者に出席を求め，その意

見を聴くことができる。 
 
（事務局） 
第５条 事務局は，新潟市都市政策部新交通推進課に置く。 
 
（その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関して必要な事項は，委員長が別

に定める。 
 
附則 
（施行期日） 
 この要綱は，平成２２年 ８月２６日から施行する。 
 この要綱は，平成２３年 ４月  日から施行する。 
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